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労 働 保 険 料 の 一 期 分 振 替 に つ い て 

労働保険の委託をしている事業所で引落しになっている方は 6

月 28 日(水)に第一期分の引落しがかかりますので指定口座に入金

しておいてください。現金払いの方も 28 日(水)までに事務所まで

支払いお願いします。 
 

十 日 町 民 商 第 5 0 回 定 期 総 会 に つ い て 

 今年の第 50 回目となる定期総会を 7 月 9 日（日）に水
沢公民館で行います。そこで来年度の支部役員の選出や代議
員の選出などを行うために支部長中心に支部総会の開催を
お願いいたします。支部総会はご都合等あるかと思います
が、なるべくご参加くださいますようお願いいたします。 
 
詳細 7 月 9 日(日)15：00～  総会（水沢公民館） 

 17：00～  懇親会（さわだや） 
 

※現時点で予定の決まっている支部 
◎川西・吉田支部 6/19（月）19 時～ 翔パーツ様 
◎水沢支部    6/25（日）18 時～ 寿司処大仁 

「令和 5 年度新潟県産材の家づくり支援事業」が始まっていま

す。県産材の使用量に応じて支援が出る補助金となっています。

新築・リフォームともに対象となりますので、対象になりそうな

事業所はご検討ください。詳しい案内などは事務所でお渡しでき

ますのでご相談ください。 

住 宅 改 修 補 助 金 住宅省エネ改修補助金 

津南町事業所省エネルギー設備導入促進支援事業 

津南町の補助金制度を 3 つご紹介します！ 

買い替えなどタイミングの合う方、ぜひご利用ください。 

住宅の断熱化、省エネ効果の見

込まれる給湯器の導入に対する

補助金。工事費の 20％、最高

限度額 30 万円を補助。住宅改

修補助事業と併用して申請可。 

町内の施工業者を利用して自

宅の修繕、補修などを対象に、

工事費の 20％、最高限度額

10 万円を補助。平成 26 年～

で住宅改修補助金申請者は✕。 

事業継続や長期的な固定費の削減のため、省エネルギー機器の導

入を行う町内事業者に対し、その整備に係る経費の一部を補助。 

(1)空調機（エアコン等）入替えは 10 年間以上使用していること 

(2)照明器具 非 LED から LEDへの入替 

(3)冷蔵庫・冷凍庫 入替は 10 年間以上使用していること 

交付額 最大 50 万円（補助対象経費 1/2）となります。 

申請用紙や手続き詳細等は事務所までご相談ください。 

工 務 店 の 方 向 け の 支 援 事 業 紹 介 

従業員を雇っている事業所はご確認ください 

 社会保険に加入している事業所には年金機構より従業員の標準報

酬月額を決める「算定基礎届」が順次届きます。今年は７月１0 日

（月）が提出期限となります。記入方法がわからない場合は事務所

までご相談ください。 

また、従業員の源泉所得税の納期特例手続きを行っている事業所

の前期分の納付も７月１0 日（月）までとなっています。 

期限ぎりぎりで焦らなくていいように予定をしておきましょう。 

～十日町民商 50 周年記念式典のお話～ 
十日町民商も創立 50 周年となり、11 月 19 日（日）にラポー

トで 50 周年記念式典を行います。そこで会員の皆様には、寄付＆

寄稿文のお願いをさせて頂きたいと思いますので、声がかかった際

には是非ご協力いただけますようお願いいたします。 


